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原告 準備書面（２） 2024 年 2 月 16 日 法令条文  

訴えに係る重要な法令 

健康保険法７０条第１項（保険医療機関又は保険薬局の責務）※ 

保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険

薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第７２条第１項*の厚生労働省令で定めると

ころにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養

の給付を担当しなければならない。(※2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,22,23,30,32 頁) 

*第７２条第１項（保険医又は保険薬剤師の責務） 

保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、 

厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 

健康保険法第６３条 （療養の給付）１項・３項 (5,11,12,14,17,18,20,21 頁) 

第１項 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 

一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 

三 処置、手術その他の治療 

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

第３項 第１項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲

げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その

他厚生労働省令で定める方法（以下「電子資格確認等」という。）により、被保険者であ

ることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。 

一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所（第６５条の規定により病床の全部又

は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」

という。）又は薬局（以下「保険薬局」という。） 

二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又

は薬局であって、当該保険者が指定したもの 

三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 

療養担当規則 ３条１項 （3 条 2 項**による変更適用後）（6,7,10,11,14,15,16,22,32 頁） 

保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、健康保険法（大正十一

年法律第七十号。以下「法」という。）第３条第１３項iに規定する電子資格確認（以下「電子

資格確認」という。）によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。

ただし、緊急やむを得ない事由によって電子資格確認により当該確認を行うことができない患

者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 

療養担当規則 ３条４項  

保険医療機関（前項の規定の適用を受けるものを除く。）は、第２項*に規定する場合において、

患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることが

できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。 

**療養担当規則 ３条２項 

患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合に

おける前項の規定の適用については、同項中「という。）又は患者の提出する被保険者証」とあるのは

［という。）」と、「事由によつて」とあるのは「事由によって電子資格確認により」とする。 
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原告 準備書面（２）に関係した法令・法律用語 

2 頁 

療養担当規則１条（療養の給付の担当の範囲） 

 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者

の被扶養者の療養（以下単に「療養の給付」という。）の範囲は、次のとおりとする。 

一 診察 

二 薬剤又は治療材料の支給 

三 処置、手術その他の治療 

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

3 頁 

健康保険法３条（定義）１項９号ロ 

 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者とな

ることができない。 

９号 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される

通常の労働者（当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用

される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通

常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分

の三未満である短時間労働者（一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者

の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。）又はその一月間の所定

労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満であ

る短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの 

ロ 報酬（最低賃金法（昭和34年法律第137号）第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとし

て厚生労働省令で定めるものを除く。）について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第

1項の規定の例により算定した額が、88000円未満であること。 

健康保険法６５条（保険医療機関又は保険薬局の指定）４項２号 

第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者

の申請により行う。 

４ 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の

各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第

1号の指定を行うことができる。 

2 号 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第 7 条の 2 第 1 項に規定する地域における保険医

療機関の病床数が、その指定により同法第 30 条の 4 第 1 項に規定する医療計画において定め

る基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになる

と認める場合（その数を既に超えている場合を含む。）であって、当該病院又は診療所の開設

者又は管理者が同法第 30 条の 11 の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わない

とき 

脚注：健康保険法施行規則第２３条の５（健康保険法第 3 条第 1 項第 9 号ロの額）  

法第 3 条第 1 項第 9 号ロの額は、次に掲げるものとする。 
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1 号 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した

日の現在の報酬（法第 3 条第 1 項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。）

の額をその期間の総日数で除して得た額の 30 倍に相当する額 

2 号 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得

した月前 1 月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた

報酬の額を平均した額 

3 号 前 2 号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取

得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受け

た報酬の額 

4 号 前 3 号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前 3 号の規

定によって算定した額の合算額 

4 頁 

健康保険法５１条（確認の請求）の２ 

保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認める

ときは、その請求を却下しなければならない。 

健康保険法１９７条１項（報告等） 

保険者（厚生労働大臣が行う第 5 条第 2 項及び第 123 条第 2 項に規定する業務に関しては、厚生

労働大臣。次項において同じ。）は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事

業主に、第 48 条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この

法律の施行に必要な事務を行わせることができる。 

健康保険法第４８条（届出） 

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並

びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。 

脚注：健康保険法７６条６項 

前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関

して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

５頁 

健康保険法施行規則５３条 

法第 63 条第 3 項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 

1 号 被保険者証を提出する方法 

2 号 処方箋を提出する方法（保険薬局等（法第 63 条第 3 項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。）

から療養を受けようとする場合に限る。） 

3 号 保険医療機関等（法第 63 条第 3 三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第 98 条の 2 第 7

項、第 103 条の 2 第 5 項及び第 6 項、第 105 条第 4 項及び第 5 項並びに第 106 条第 1 項を除

き、以下同じ。）、保険薬局等又は指定訪問看護事業者（法第 88 条第 1 項に規定する指定訪問

看護事業者をいう。以下同じ。）が、過去に取得した療養又は指定訪問看護（法第 88 条第 1 項

に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）を受けようとする者の被保険者の資格に係る情

報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。）を用いて、保険者に

対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あら

かじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法（当該者
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が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養（居宅における療養上の管理及びその療養

に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。）を受けようとする場

合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医

療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認（法第三条第 13 項に規定す

る電子資格確認をいう。）による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けてい

る場合に限る。） 

２ 被保険者が法第 74 条第 1 項第 2 号又は第 3 号の規定の適用を受ける場合（当該適用を受ける

ことについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認（保

険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認する

ことをいう。以下同じ。）を受けることができる場合を除く。）における前項の規定の適用につ

いては、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。 

7 頁 

行政手続法３８条１項（命令等を定める場合の一般原則） 

命令等を定める機関（閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案を

する各大臣。以下「命令等制定機関」という。）は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等が

これを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。 

新薬事法３６条の５ 略（文脈と直接関係ない上、現在の法は当時からさらに改正されている） 

新薬事法３６条の６ 略（同上） 

8 頁 

憲法２２条１項 

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

９頁 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法

律（閣法第４６号） 

附則第15条（提供の求めの制限） 

何人も、第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除

き、他人（自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。）に対し、個

人番号の提供を求めてはならない。 

附則第16条（本人確認の措置） 

個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受ける

ときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人である

ことを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。 

附則第 18 条(個人番号カードの利用） 

個人番号カードは、第 16 条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲

げる者が、条例（第 2 号の場合にあっては、政令）で定めるところにより、個人番号カードのカ

ード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必

要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、

カード記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のカード記録事項の安全管理を図るため必
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要なものとして内閣総理大臣及び総務大臣（第 38 条の八から第 38 条の 11 まで及び第 38 条の

13 において「主務大臣」という。）が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければな

らない。 

一 市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務 

二 特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者

であって政令で定めるもの 当該事務 

12 頁 

児童福祉法２１条 

指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第２項の医療を担当

しなければならない。・・・ 

〔以下、５項２５号まで 29430 字で膨大 「児童福祉法」（右 QR コード）〕 

生活保護法５０条１項（指定医療機関の義務） 

第４９条の規定により指定を受けた医療機関（以下「指定医療機関」という。）は、厚生労働大臣

の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない. 

感染症予防法 第３８条（感染症指定医療機関）３項  

感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用

を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。 

12 頁 

高齢者医療確保法 ６５条（保険医療機関等の責務） 

保険医療機関等又は保険医等（健康保険法第６４条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下

同じ。）は、第７１条第１項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療

の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければならない。 

高齢者医療確保法 ７１条（療養の給付に関する基準）１項  

療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基

準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 

13 頁 

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 

第一章 第１条―第１１条の３  略（右 QR コード） 

第二章 第１２条―第２３条の２  略（右 QR コード） 

第三章 第２４条―第３３条  略（右 QR コード） 

 

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 ３

条(受給資格の確認等) 

保険医療機関は、患者から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養を受けることを求められた

場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなけれ

ばならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて

療養の給付を受ける資格があることが明らかであるものについては、この限りでない。 

一 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。) 

二 患者の提出する被保険者証 

三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る



6 

 

費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者からの回答を受けて

取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付又は保険外

併用療養費に係る療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)

を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続

的な療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養を受けている場合に限る。) 

２ 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた

場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第一号

又は第三号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第一号又は第三号に掲げる

方法により」とする。 

３ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十

六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機

関及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定

は、適用しない。 

４ 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、

患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよ

う、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。 

５ 保険医療機関は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老

人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)

から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養(医科に係るものに限る。)を受けることを求めら

れた場合には、その者の提示する被保険者証等によつて施設入所者であることを確かめなければな

らない。 

31 頁 

健康保険法７３条１項（厚生労働大臣の指導） 

保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤

に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 

 

i 健康保険法 ３条 第１３項 

この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等（第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所

又は薬局をいう。以下同じ。）から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者か

ら同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番

号カードをいう。）に記録された利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証

業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）

を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報（保険給付に

係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、

当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。 


